
資料１ 

 

美郷町公文書管理条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、公文書が町民共有の知的資源であることに鑑み、

公文書の作成、分類、保存、廃棄その他公文書の管理に関し必要な事

項を定めることにより本町が保有する公文書の適正な管理を図り、も

って町政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、本町の

諸活動を現在及び将来の町民に説明する責務が全うされるようにする

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

（１） 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査

委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに水道事業及

び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。 

（２） 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、

図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

た記録をいう。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用い

るものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、

次に掲げるものを除く。 

ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販

売することを目的として発行されるもの 

イ 本町の図書館その他の施設において、一般の利用に供する

ことを目的として管理されているもの 

（３） 歴史的公文書 将来にわたり保存する必要のある歴史資料と

して重要な公文書で、第８条第１項及び第２項の規定により保存

するものをいう。 
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（他の法令等との関係） 

第３条 公文書の管理については、法律若しくはこれに基づく命令又は

他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるとこ

ろによる。 

（公文書の作成） 

第４条 実施機関の職員は、第１条の目的の達成に資するため、当該実

施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関

の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができる

よう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、公文書を作成

しなければならない。 

（公文書の整理） 

第５条 実施機関の職員が公文書を作成し、又は取得したときは、当該

実施機関は、規則で定めるところにより、当該公文書について分類し、

名称を付し、及び保存期間を設定しなければならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存

に資するよう、相互に密接な関連を有する公文書を一の集合体（以下

「文書フォルダー」という。）にまとめなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、

当該文書フォルダーについて分類し、名称を付し、及び保存期間を

設定しなければならない。 

４ 実施機関は、必要があると認めるときは、第１項及び前項の規定に

より設定した保存期間を延長することができる。 

５ 実施機関は、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存

期間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満

了したときの措置として、規則で定める歴史的公文書を選別するため

の基準（以下「選別基準」という。）に該当するものにあっては引き

続き保存する措置を、それ以外のものにあっては廃棄する措置を執る

べきことを定めなければならない。 

（公文書の保存） 

第６条 実施機関は、公文書について、当該公文書の保存期間が満了
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する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な

保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体

により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければな

らない。 

２ 前項の場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、

公文書について集中管理の推進に努めなければならない。 

（文書管理表） 

第７条 実施機関は、公文書の管理を適切に行うため、規則で定めると

ころにより、文書フォルダーの分類、名称、保存期間その他の必要な

事項を記載した管理表（以下「文書管理表」という。）を作成しなけ

ればならない。ただし、規則で定める期間未満の保存期間が設定され

たものについては、この限りでない。 

２ 実施機関は、文書管理表について、規則で定めるところにより、一

般の利用に供するものとする。 

（保存期間が満了したときの措置） 

第８条 実施機関は、保存期間が満了した公文書について、第５条第５

項の規定による定めに基づき、歴史的公文書として引き続き保存し、

又は廃棄しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、第５条第５項の規定により

廃棄する措置を執るべきと定めた公文書であっても、当該公文書が選

別基準に該当すると認めるときは、保存期間を延長し、又は歴史的公

文書として引き続き保存しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項又は前項の規定により、歴史的公文書として引

き続き保存しようとするとき又は廃棄しようとするとき（規則で定め

る保存期間のものに限る。）は、あらかじめ、第12条に規定する美郷

町公文書管理委員会に諮り、その同意を得なければならない。この場

合において、当該同意が得られないときは、実施機関は、当該公文書

について、新たに保存期間を設定して保存し、又は廃棄し、若しくは

歴史的公文書として引き続き保存するものとする。 

（歴史的公文書の保存） 
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第９条 実施機関は、歴史的公文書について、永久に保存しなければな

らない。 

２ 実施機関は、歴史的公文書について、その内容、保存状態、時の経

過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要

な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措

置を講じた上で保存しなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、規則で定めるところにより、歴

史的公文書について集中管理の推進に努めなければならない。 

４ 実施機関は、規則で定めるところにより、歴史的公文書の検索に必

要な事項を記載した目録を作成し、一般の利用に供するものとする。 

（歴史的公文書の利用の促進） 

第10条 町は、歴史的公文書について、展示その他の方法により積極的

に一般の利用に供するよう努めなければならない。 

２ 何人も、歴史的公文書のうち、美郷町情報公開条例（平成16年美郷

町条例第７号）第６条各号に定める不開示情報が含まれないものにつ

いて、同条例第８条の規定にかかわらず閲覧することができる。ただ

し、当該歴史的公文書の原本を閲覧に供することにより、当該原本の

破損又はその汚損を生じるおそれがある場合は、この限りでない。 

（歴史的公文書の廃棄） 

第11条 第９条の規定にかかわらず、実施機関は、歴史的公文書として

保存されている公文書が、歴史資料として重要でなくなったと認める

場合等には、次条に規定する美郷町公文書管理委員会に諮り、その同

意を得て、当該公文書を廃棄することができる。 

（委員会の設置） 

第12条 実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議等を

行うため、美郷町公文書管理委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

（１）第８条第３項の規定による歴史的公文書としての保存等に関す

ること。 

（２）前条の規定による歴史的公文書の廃棄に関すること。 
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（３）その他公文書の適正な管理に関し必要な事項 

（委員会の組織等） 

第13条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）文書管理の実務に従事した経験を有する者 

（３）その他町長が必要と認める者 

３ 委員会の委員の任期は、２年とする。 

４ 委員会の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

５ 委員会の委員は、再任されることができる。 

６ 委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、規則で

定める。 

（研修） 

第14条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理を適正

かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上さ

せるために必要な研修を行うものとする。 

２ 町長は、実施機関の職員に対し、歴史的公文書の適切な保存及び移

管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させる

ために必要な研修を行うものとする。 

（委任） 

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に実施機関が定めている公文書及び文書フ

ォルダーの保存期間は、この条例の規定による保存期間とみなす。 
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３ この条例の施行の際、現に実施機関が保有している公文書（保存

期間満了前のものを除く。）で、選別基準に該当すると認めたもの

は、歴史的公文書とみなす。 
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